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第１章 総合計画の考え方  

１ 計画策定の趣旨 

北海道では、1977（昭和 52）年度以降、計画期間を概ね 10 年間とする長期の総合計画を

５次にわたり策定し、これらに沿って様々な施策や事業を展開しながら、北海道の発展、道

民生活の安定と向上に努めてきました。 

今、北海道は不安定な国際情勢を背景に、エネルギーの安定的な供給や、食料・経済の安

全保障が課題になるなど、社会や経済の大きな変化に直面するとともに、人口減少・少子高

齢化の進行により、地域の暮らしや経済を支える担い手の不足といった課題も深刻化してい

ます。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの大規模自然災害に対する備えも喫緊

の課題となっています。 

こうした中、道内各地域、そして北海道が持続的に発展していくためには、本道の特性や

食、観光、再生可能エネルギーなどのポテンシャルを力に変え、様々な変化を捉えて、国内

外の新たな需要を取り込みながら、魅力ある地域を創り上げていくことが重要です。 

このため、道民や市町村をはじめ多様な主体と連携し、共に行動していくための指針とし

て、新たな総合計画を策定します。 

また、近年、北海道を取り巻く社会経済情勢の変化は速度を増してきており、課題も深刻

化・複雑化している状況にあることから、こうした変化や課題に、機動的かつ的確に対応で

きるよう、不断に計画の点検・評価を行っていきます。 

 

２ 計画の位置付け 

総合計画は、道が策定する計画のうち、最も基本となる計画であって、北海道行政基本条

例に基づき、長期的な展望に立って、道の政策の基本的な方向を総合的に示すこととされて

います。 

こうした考えの下、道の特定の分野における政策の基本的な方向等を明らかにする計画（特

定分野別計画）や、広域的な地域の区分ごとに地域振興を効果的に推進するための計画（地

域計画）は、条例に基づき総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って策定し、推進するこ

ととされています。 

 

３ 計画の期間 

  2024（令和６）年度から概ね 10 年間とします。 

 

４ 計画の性格 

＜基本的な構想を示す計画＞ 

北海道の将来を長期的に展望した「めざす姿」を掲げ、その実現に向けた政策展開及び地

域づくりの基本方向といった基本的な構想を示し、道民や市町村をはじめ多様な主体と連携

し、共に行動していくための指針となる計画です。 

＜道政の重要課題への対応を重点的に推進する計画＞ 

特定分野別計画のうち、特に人口減少問題、強靱な北海道づくり、デジタル化や脱炭素化

などの重要課題について、重点的、分野横断的に推進する計画を総合計画の重点戦略計画と

位置付け、関連する施策を一体的に推進します。 
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＜実効性の高い政策を着実に推進する計画＞ 

様々な情勢変化に的確に対応していくとともに、直面する課題解決に向け、粘り強く取り

組み、政策目標を達成するため、総合計画の推進管理を通じ、不断に政策の質の向上に努め、

各地域の持続的な発展につなげていきます。 

また、計画の推進状況や社会経済情勢の変化なども踏まえながら計画の見直しを行います。 

＜持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に資する施策を推進する計画＞ 

持続可能な社会の実現に向けて、本道の潜在力を発揮するとともに、人口減少問題をはじ

めとする重要課題に対応するなど、ＳＤＧｓの理念と合致し、その達成に資する施策を推進

します。 

 

５ 計画の全体像 

 総合計画は、北海道の将来を長期的に展望し、概ね 10 年後の「めざす姿」を掲げ、その実

現に向けた政策展開と地域づくりの基本方向を総合的に示すものであり、個別具体的な施策・

事業については、総合計画とは別に策定する特定分野別計画や地域計画で示し、これらと一

体的に推進することにより、実効性を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

北 海 道 総 合 計 画 

 
北海道の現在地と将来を展望 

「めざす姿」の実現に向けた政策展開の方向 

特定分野別計画 

○産業、子ども・子育て、教育、医療、福祉、

人権、雇用・人材、交通、環境、文化、スポ

ーツなど分野ごとの具体的な政策を推進 

特定分野別計画のうち、人口減少問題、

強靱な北海道づくり、デジタル化や脱炭

素化などの重要課題について、重点的・

分野横断的に推進する計画を重点戦略計

画に位置付け 

地域計画 (連携地域別政策展開方針)  

○道内６つの連携地域※と14振興局の 

区域ごとに地域の特性を踏まえて重点的 

に取り組む政策を推進 

一体的な推進により実効性を確保 

政策展開の基本方向 

目標と政策の方向性 

地域づくりの基本方向 

地域のめざす姿と施策の方向 

総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って推進する計画 

※  ・道央広域  ・道南 
  ・道北    ・オホーツク 
  ・十勝    ・釧路・根室 

長期的な展望に立って道の政策の基本的な方向を総合的に示す計画 

概ね 10 年後の 2030 年代半ばの「めざす姿」 
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第２章 北海道の「めざす姿」 

１ 北海道の将来展望 

（１）北海道を取り巻く状況 

北海道の「めざす姿」を示すに当たり、まず本道を取り巻く社会経済情勢について、「人

口減少・少子高齢化の動向」や「経済・産業の動向」、さらに想定される影響として「気候

変動など直面する課題」、様々な課題解決に向けた「新たな技術の活用」の４つの観点から、

現況確認を行うとともに、概ね 10 年後の 2030 年代半ばを見据え、将来を展望します。 

 

人口減少・少子高齢化の動向 

 

〔現況〕 

 我が国の人口は、戦後のベビーブームなどにより増加してきましたが、2008 年をピークに

減少局面となっており、65 歳以上人口が、総人口に占める割合（高齢化率）は 2020 年現在

で 28.7％と年々上昇しています。 

本道においても、全国より約 10 年早く、1997 年をピークに人口減少に転じて以降、全国

を上回るスピードで人口減少と高齢化が進行し、高齢化率は 2020 年現在で 32.2％と全国と

同様に年々上昇しています。人口は 2022 年現在（令和４年 10 月１日現在）で約 514 万人と

なっています。 

また、2020 年現在で人口の 45.9％が札幌市を含む石狩振興局管内に集中しており、他の地

域においては、人口減少と高齢化が顕著で各地域の中核都市でも、若年層の転出などによる

人口減少が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省「国勢調査」をもとに北海道が作成 
   北海道総合政策部「国勢調査結果」 

出典：総務省「国勢調査」、「人口推計」をもとに北海道が作成 

※括弧内は全国との差 

全国・北海道の年齢３区分別人口の推移 
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〔年〕 

振興局別の若年層人口推移 

（15～24 歳） 

出典：総務省「国勢調査」をもとに北海道が作成 

中核都市の人口推移 

（人） 

出典：総務省「国勢調査」 

振興局別の人口推移 

（人） 

出典：総務省「国勢調査」 

〔年〕  

（人） 

中核都市の若年層人口推移 

（15~24 歳） （人） 

出典：総務省「国勢調査」 

出典：総務省「国勢調査」 
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本道の人口は、高度経済成長期の 1970 年や 1980 年代後半のバブル期といった好景気の時期

における一時的な社会減の拡大を除くと、1960 年から 1990 年代後半までは自然増が社会減を

上回り、人口増が続いていましたが、1998 年以降は、人口減少局面に移行し、2003 年に死亡数

が出生数を上回って自然減となって以降は、自然減と社会減が相まって人口減少が加速化して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道の自然増減と社会増減の推移  〔人〕 

出典：厚生労働省「人口動態調査」 
総務省「住民基本台帳人口移動報告年報」 

※2013 年までは日本人のみ、2014 年以降は外国人を含む 
 国外からの転入者及び国外への転出者は含まれていない 

北海道の出生数・死亡数・自然増減数の推移  〔人〕 

出典：厚生労働省「人口動態調査」（日本人のみ） 
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全国の合計特殊出生率は、2022 年には 1.26 まで低下するなど、人口規模が長期で維持さ

れる水準（人口置換水準）2.07 を下回る状態が約 40 年間続いており、さらに、未婚率と平

均初婚年齢も男女ともに全国的に上昇傾向にあります。 

本道の合計特殊出生率は、1960 年頃から低下傾向が続き、一時回復の兆しが見えたものの、

2015 年の 1.31 を境に再び低下傾向となり、2022 年には全国平均を下回る 1.12 と、都道府

県別で見ると全国で３番目に低い状況にあります。本道の人口の４割を占める札幌市では、

2000 年頃から低水準で推移し、2021 年には全国平均を大きく下回る 1.08 となり、全国の政

令市で最も低い状況にあります。 

未婚率と平均初婚年齢は、北海道も全国と同様に上昇傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年における本道の人口動態は、対前年比で日本人の減少数は 52,357 人と全国で最も

大きくなっていますが、外国人を含めた社会増減数では、外国人の増加が日本人の減少を大

きく上回り 4,021 人の転入超過となっています。 

 また、外国人住民人口は年々上昇傾向であり、2023 年には過去最高の 44,210 人に達し、

一部市町村においては、外国人住民人口比率が 10％を超える状況となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」をもとに北海道が作成 

〔年〕  

〔年〕 

北海道における出生数と合計特殊出生率の推移  

出典：北海道総合政策部「住民基本台帳人口動態」 
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2022 年の振興局別の社会増減の状況としては、石狩振興局と後志振興局が社会増となって

おり、石狩振興局では、社会増全体の大部分を占める札幌市のほか、その周辺の市において

も社会増となっています。後志振興局では、国際的なリゾート地を抱える倶知安町とニセコ

町が、外国人の増加により社会増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔展望〕 

 国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口(2020 年国勢調査基準)では、北海道は、2035

年は 456万人(65 歳以上人口 37.0％)、さらに 2050 年は 382 万人（65歳以上人口 42.6％）になる

と見込まれています。振興局によっては、2035 年の人口が、2020 年と比べ３割以上減少するほか、

半数以上の振興局で高齢化率が 40％を超えるなど、各地域で人口減少と高齢化が一層進行すると

見込まれます。 

 

出典：北海道総合政策部「住民基本台帳人口動態」 

出典：北海道総合政策部「住民基本台帳人口・世帯数」 

振興局別の外国人  

住民人口(１月１日現在) 

 

外国人住民人口比率  

上位 10 市町村(１月１日現在)  〔人〕  

〔年〕  

北海道の外国人住民人口の推移(令和５年１月現在) 

 

振興局別の社会増減の状況（2022 年） 

（人） 

出典：北海道総合政策部「住民基本台帳人口動態」 
   総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」 
 

社会増減数上位 15 市町村  
(１月１日現在)  

（人） 



8 

 

振興局別の将来推計人口  

人口規模の小さい市町村ほど更に人口減少が進行する傾向となり、2035 年には、人口 3,000

人未満の市町村の大幅な増加が見込まれることから、人口の偏在や市町村間の格差の拡大、

経済規模の縮小や地域活力の低下とともに、石狩振興局管内の人口割合が全道の 50％を超え

ることが見込まれ、更なる人口集中が懸念されており、過度な人口集中を緩和し、地域から

の人口流出を抑制していくことが必要となります。 

このため、人口減少に適応しながら、地域の暮らしを支える医療・福祉・教育・商業・交

通などの都市機能や生活必需サービスを持続させていくとともに、地域特性を活かした産業

振興・雇用創出や移住・定住の促進、関係人口・交流人口の拡大など地域の活力向上に向け

た取組が必要となります。 

 また、ライフステージに沿った切れ目ない支援の強化や、働き方など社会全体の構造や意

識を変えるといった少子化対策の加速、さらに、今後増加が見込まれ、地域の暮らしや産業

の担い手としての役割が増していく外国人と地域住民とのより一層の相互理解の促進や、外

国人にも暮らしやすい地域づくりなど多文化共生社会の形成に向けた取組を進めていくこと

が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」をもとに北海道が作成 
 

〔市町村数〕  道内の市町村の人口規模推計  

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」をもとに北海道が作成 
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経済・産業の動向 

 

【経済・産業全般】 

〔現況〕 

 2020 年度の道内総生産は、19 兆 7,256 億円となっており、経済活動別では、全国と比べて

農林水産業や建設業が占める割合が高く、製造業の割合は低い傾向にあります。 

振興局別構成比は、46.4％を石狩管内が占める一方、１人当たりの総生産では、一次産業

の生産割合の高い根室や宗谷、製造業の生産割合の高い胆振などにおいて、全道平均を上回

る状況にあります。 

また、１人当たり道民所得は全国平均と比較して１割程度低く推移しており、公的需要の

割合は、30.3％と全国比で 3.4 ポイント（全国 26.9％）高くなっています。 

近年は、脱炭素化といった世界的潮流やロシアのウクライナ侵略をはじめとした国際情勢

の変化に伴い、再生可能エネルギーの導入拡大、さらには、デジタル産業の集積などの動き

が活発になるとともに、災害時における業務継続の観点やテレワークの普及など働き方の変

化により、道外から北海道への本社機能を移転する企業が増加しています。 

 一方で、大企業などの工場の移転や縮小、商業施設の閉店などが相次ぐ状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経済社会総合研究所「国民経済計算」をもとに北海道が作成 

出典：北海道経済部「道民経済計算年報」 

〔年度〕 

道内総生産の産業別構成比（2020 年度・名目） 

道内総生産（名目）と経済成長率（名目）の推移  
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〔展望〕 

 人口減少や少子高齢化が進む中においても本道経済の成長を図っていくためには、国際情

勢の変化に適切に対応しながら、食やエネルギーといった本道のポテンシャルを最大限に発

揮するとともに、半導体・デジタル関連産業の振興など、新たな需要を取り込んでいくこと

が必要となります。 

また、デジタル技術を通じた生産性向上や高付加価値化を図るほか、中小・小規模企業の

経営基盤の強化など足腰の強い地域経済の構築が必要となります。 

  

出典：北海道経済部「道民経済計算年報」
の概要」 

出典：北海道経済部「道民経済計算年報」 出典：北海道経済部「道民経済計算年報」 

〔年度〕  〔年度〕  

道内総生産の振興局別構成比（2020 年度）  

振興局別の一人当たり総生産  

一人当たりの道（国）民所得の推移  道（国）内需要（名目）の推移  
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【雇用・労働】 

〔現況〕 

 人口減少や少子高齢化に伴う生産年齢人口（15～64 歳）の減少により、建設、介護など道

民の暮らしや地域を支える様々な分野で人手不足の状況にあり、人口減少が進んでいる地域

では、より一層深刻となっています。こうした中、さらに、建設業をはじめ時間外労働の上

限規制など働き方改革への対応も進められています。 

 本道の女性や高齢者、若者の就業率は、いずれも全国に比べて低い状況が続いている一方、

2023年10月末時点での外国人労働者数は過去最多の 35,439人となり、増加傾向にあります。 

在留資格別外国人労働者数は技能実習が 15,532 人（約 44％）、特定技能をはじめとする専

門的・技術的分野の資格が 12,094 人（約 34％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

〔倍〕  

出典：北海道労働局資料をもとに北海道が作成 

出典：北海道労働局「安定所別月間有効求人倍率（常用）の推移」をもとに北海道が作成 

〔倍〕  北海道の公共職業安定所別有効求人倍率の推移 
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〔展望〕 

 今後の人口減少下においては、道民の暮らしや地域を支える様々な分野における人手不足

が深刻化する中、安心して働ける就業環境を整備し、若者、女性、高齢者、障がいのある人、

長期無業者、外国人労働者などの道内への就業・就労を促すとともに、地域を支える産業の

担い手を育成するほか、デジタル技術の活用による生産性の向上が必要となります。 

 

出典：総務省「労働力調査」をもとに北海道が作成 

出典：総務省「労働力調査」をもとに北海道が作成 出典：総務省「労働力調査」をもとに北海道が作成 

〔％〕 

〔％〕 

出典：総務省「労働力調査」をもとに北海道が作成 

〔％〕 

〔％〕 

出典：北海道労働局「外国人雇用状況の届出状況」をもとに北海道が作成  

〔人〕  〔人〕  在留資格別外国人労働者の推移  産業別外国人労働者の推移  

 

〔年〕  〔年〕  

〔年〕  〔年〕  

〔年〕  〔年〕  

就業率の推移（全国・北海道）  女性の就業率の推移（全国・北海道）  

高齢者の就業率の推移（全国・北海道）  若者の就業率の推移（全国・北海道）  

出典：北海道労働局「外国人雇用状況の届出状況」をもとに北海道が作成  
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【食】 

〔現況〕 

  本道は、広大な大地を活かし、地域ごとに特色のある稲作、畑作、酪農など、土地利用型

を中心とした農業が展開されており、2021年の農業産出額は、1兆 3,108億円と全国の 14.8％

を占め、畑作物・野菜・生乳や牛肉など数多くの農産物が全国１位の生産量となっています。 

  また、日本海、太平洋、オホーツク海とそれぞれ特性の異なる３つの海に囲まれ、広大な

海域からもたらされる豊かな水産資源を背景とし、漁業や水産加工業を中心とした、水産都

市や漁村が海岸線に沿って形成されており、2021 年の漁業生産額は、2,586 億円と全国の

20.4％を占め、量・金額ともに都道府県別で第１位の生産規模となっています。 

2022 年の道産食品における道内港、道外港を合わせた輸出額総額は、中国や欧米でのホタ

テガイの需要増加や販売単価の上昇などにより、過去最大の 1,602 億円（見込額）となりま

したが、2023 年にはＡＬＰＳ処理水の海洋放出に伴う一部の国・地域の輸入規制強化により、

道内では道産食品の輸出はもとより、漁業や流通・加工業などに大きな影響が生じるなど、

特定の国・地域の需要に依存するリスクが顕在化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

振興局別内訳  

出典：農林水産省「農業産出額及び生産農業所得」をもとに北海道が作成 
北海道農政部「北海道農業・農村統計表」 

出典：農林水産省「漁業算出額」をもとに北海道が作成 
北海道水産林務部「北海道水産現勢」 

振興局別内訳  

〔年〕  

〔年〕  
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〔展望〕 

ウクライナ情勢に端を発した食料をめぐる国際情勢の変化など、食料の安定供給の重要性

が高まる中、本道の基幹産業である農林水産業は、我が国最大の食料供給地域として、引き

続き、その潜在力を最大限に発揮し、道民はもとより、国民の食を支える役割を一層果たし

ていくためにも、生産性の向上や環境との調和が求められるとともに、道産食品の高付加価

値化やブランド力の強化、リスク分散に対応した輸出拡大の推進などを通じ、国内外の需要

を取り込んでいく必要があります。 

  

 

出典：北海道経済部「北海道食の輸出拡大戦略〈第Ⅱ期〉推進状況報告書」 

〔年〕  

道産食品の輸出額の推移 

(見込額) 
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【観光】 

〔現況〕 

  新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界的に渡航制限や外出制限などが実施され、

人や物の流れに変化が生じました。こうした中、我が国においては、外出自粛などによる国

内旅行需要の減少、インバウンドの消失といった、甚大な影響を受けました。 

  インバウンドについては、コロナ禍後、全国的に回復傾向にあり、2023 年（推計値）の訪

日外国人旅行客は 2,507 万人とコロナ流行前のピークであった、2019 年比で約 79％まで回

復しており、韓国や台湾などのアジア諸国を中心に増加しています。 

 なお、本道においても外国人旅行客数は回復傾向にあるものの、2022 年度では、69 万人と

ピークであった 2018年度の約 22％にとどまっている一方、道内を含む国内宿泊客延べ数は、

ピーク時と比べると約 78％となっています。 

  また、主要な空港や鉄道駅から各観光地までの距離や時間といった課題があることや、道

内の宿泊施設の４割が集積していることなどから、外国人を含む観光客の宿泊者数の多くは

道央圏に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北海道経済部「北海道観光入込客調査報告書」 
日本政府観光局（JNTO）資料をもとに北海道が作成 

 

出典：北海道経済部「北海道観光入込客調査報告書」 

〔年度〕 

〔年度〕 

北海道観光入込客数（実人数）道外客・外国人客と訪日外客数の推移 

 

宿泊客延数（国内客（道内含む）・外国人客）  
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〔展望〕 

本道は雄大な自然に恵まれ、四季の変化も鮮明であり、多彩な体験メニュー等のアウトド

アなど豊富な観光資源を活かしながら、国内外の観光需要を取り込んできました。 

今後、コロナ禍で落ち込んだ需要の回復とともに、国内客及びインバウンド獲得競争の一

層の激化が見込まれる中、旅行者の多様なニーズに対応し、本道の優位性を活かした、高い

付加価値を提供する世界水準の滞在環境を整備していく必要があります。 

また、「稼ぐ力」の向上を図り、持続的に観光振興を図っていく観点から、道民を含む国内

旅行の需要喚起、アドベンチャートラベル・ワールドサミット（ＡＴＷＳ）を契機とした欧

米などの新たな市場獲得や宿泊事業者・観光ガイドなど観光産業を担う人材の育成・確保に

加え、新たな観光需要に対応する鉄道、航空路、バスといった公共交通ネットワークの充実・

活用が必要となります。 

出典：北海道経済部「北海道観光入込客調査報告書」 

出典：国土交通省「暦年・年度別空港管理状況調書」をもとに北海道が作成 

空港別乗降客数  
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【エネルギー】 

〔現況〕 

国のエネルギー基本計画においては、一つのエネルギー源に頼ることはリスクが高く、危

機時であっても安定供給が確保される需給構造を実現するためには、エネルギー源ごとの強

みが最大限に発揮され、弱みが他のエネルギー源によって適切に補完されるような組み合わ

せを持つ供給構造を実現することが必要であるとしています。 

 道としては、エネルギーは暮らしと経済の基盤であり、安全性の確保を前提に、安定供給、

経済効率性、環境への適合を基本的視点として、社会経済への変化にも柔軟に対応できるよ

う、様々なエネルギー源の特性が活かされた多様な構成とすることが重要であると考えてい

ます。 

 近年、道内では、ウクライナ情勢などを背景として、エネルギーなどの価格高騰や国際的

な供給不安が発生する一方、デジタル関連企業の立地が計画されるなど、産業部門の電力需

要が高まっており、エネルギーの安定的な確保が一層求められています。 

こうした中、再生可能エネルギーが豊富に賦存する本道は、風力・太陽光・中小水力など

の導入ポテンシャルが全国１位となっています。このうち、洋上風力については、国による

2040 年の案件形成目標値の３分の１を北海道が占めており、現在、道内では国から有望な区

域に選定された５つの区域（着床式：石狩市沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜山沖、松

前沖）と、一定の準備段階に整理されている２つの区域（浮体式：岩宇・南後志地区沖、島

牧沖）において、事業実施が可能となる促進区域の指定に向けた取組を、地域と連携しなが

ら進めています。 

 

〔展望〕 

本道には、風力や太陽光などの再生可能エネルギーが豊富に存在しており、こうした地域

資源を活かし、道内のみならず道外へ安定的にエネルギーを供給するため、北海道・本州間

及び道内の送電網の増強が必要となっています。 

また、本道の再生可能エネルギーの導入拡大や活用に向けて、化石エネルギー中心の産業･

社会構造をクリーンエネルギー中心に転換するＧＸ（グリーントランスフォーメーション）

に関する国内外から北海道への投資促進により、環境と経済を好循環させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北海道の再生可能エネルギーの導入ポテンシャル（2024 年 1 月時点） 

出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」 
   農林水産省「地域バイオマス活用推進計画の策定状況」 
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※「北海道デジタルパーク」･･･ラピダス社の立地を契機として、半導体の製造、研究、

人材育成等が一体となった複合拠点を実現し、すべての産業へ DX 展開を進めるもの 

【デジタル】 

〔現況〕 

世界的なデジタル化の急速な進展により半導体の重要性と需要が大幅に高まる中、道内で

は、国家プロジェクトの一環として、2023 年２月に千歳市へのラピダス社の立地が決定

し、2025 年のパイロットラインの稼働、2027 年の量産開始に向けた取組が進められている

ほか、冷涼な気候や広大な土地など本道の立地優位性を活かしたデータセンターの立地が進

んでいます。 

 

〔展望〕 

東アジア、北米・欧州に近接しているといった、本道の地理的優位性を活かし、今後、国

内外を結ぶ国際的な光海底ケーブルなどの整備が進むことにより、国内通信ネットワーク、

関連機器・部品のサプライチェーンなどが強靱化されるほか、データセンター・半導体など

を核としたデジタル関連産業の一大拠点を形成していくため、産学官の連携体制を構築し、

インフラ整備や人材の育成・確保などに取り組んでいく必要があります。 

また、ラピダス社の立地という好機を最大限に活かし、半導体の製造、研究、人材育成等が

一体となった複合拠点を実現するとともに、食や観光、再生可能エネルギーなど本道の強みで

ある産業振興と合わせて、本道経済全体の成長に結びつけていくことが必要となります。 

 

 

 
 

  

北海道デジタルパーク※の展開 

 


